
第132期定時株主総会その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項） 

・ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合

することを確保するための体制その他企業集

団の業務の適正を確保するための体制ならび

に当該体制の運用状況の概要

・ 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書

・ 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表

・ 計 算 書 類 の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

・ 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

第132期

(
2025年３月１日から

)2026年２月 28日まで

株式会社近鉄百貨店

上記の事項につきましては、法令および当社定款第16条第２項の規定に基づき、

書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりませ

ん。なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主

の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律で

お送りいたします。 



取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企業集

団の業務の適正を確保するための体制ならびに当該体制の運用状況の概要 

⑴ 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法第 362条第４項第６号に基づき、当社およびグループ会社からなる企業

集団の業務の適正を確保するために必要な体制について以下のとおり決議しております。

なお、この内容については必要が生じる都度、取締役会において見直しを実施しており

ます。 

① 当社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制 

ａ．役員および従業員の拠るべき行動基準として、「近鉄百貨店（グループ）企業行動

指針」を制定する。 

ｂ．当社が直面しまたは将来直面する可能性のある法令および倫理規範上の諸問題を処

理・防止・管理するため、「コンプライアンス推進委員会」を設置する。 

ｃ．「コンプライアンス推進委員会」事務局内に、コンプライアンス相談窓口を設け、

法令等に反する疑いのある行為について相談や報告を受け付け、必要に応じて調査、

是正等の措置を講ずる。 

ｄ．「近鉄百貨店（グループ）企業行動指針」を全社へ浸透させるため、役員および従

業員に対し階層別にコンプライアンス教育を実施するとともに、コンプライアンスマ

ニュアルを配布する。

ｅ．法令、社内諸規則に定めるところに従い、業務が適切に遂行されているか否かを検

証するため、内部監査担当部署が内部監査規程に基づき業務・能率監査等の内部監査

を実施する。 

ｆ．反社会的勢力との関係については、これを一切持たず、不当な要求には毅然とした

対応をとることとし、その旨を「近鉄百貨店（グループ）企業行動指針」に明示する。 

ｇ．金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、財務報告を法令等に

従って適正に作成することの重要性を十分に認識し、必要な体制等を適切に整備、運

用する。 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理するため、「文書取扱規程」を定

め、これに基づいた保存、管理を行う。また、稟議書等の重要な文書については、役員

が随時閲覧できる体制を整える。 

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ．リスクの把握、分析、発生時の対応等を内容とする「リスク管理規程」を制定し、

リスクを適切に管理する体制を整える。
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ｂ．当社に重大な損害を与える様々なリスクを適切に管理し、リスク発生時における効

果的・効率的な対応を図るため、「リスク管理委員会」を設置する。同委員会におい

て危機管理マニュアルを作成し、一定の役職者に対しこれを配布し、リスク発生時に

おける迅速な情報伝達と対策決定ができる体制を整える。 

ｃ．「リスク管理委員会」の事務局は、当社において発生したリスクおよびその対応状

況について、同委員会に報告する。 

ｄ．重大なリスクについては、個別の規程を制定し、必要に応じて専従部署または会議

体を設置するなどの体制を整える。 

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．迅速で効率性の高い企業経営を行うため執行役員制度を採用し、経営の意思決定・

監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を区分する。 

ｂ．取締役会の決議により、業務組織と分掌事項を設定し、執行役員の担当を明確に定

め、効率的な業務執行が行える体制を構築する。また、執行役員の役付に応じ、一定

の基準に基づく決裁権限を委譲する。 

ｃ．執行役員間の情報の共有と効率的な意思決定を図るため、「常務役員会議」等の会

議体を設置し、経営に関する重要な事項について審議を行う。また、必要と認めると

きは下部機関を設け、個別案件ごとに調査および検討を行わせることができることと

する。 

ｄ．日常の業務の効率化を図るため、社内規程やマニュアル等を整備する。 

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ．グループ会社を担当する部署が中心となり、グループ会社から経営に関する重要な

事項について定期的に報告を受ける体制を整える。 

ｂ．「近鉄百貨店（グループ）企業行動指針」をグループ会社の役員および従業員に周

知し、グループ会社において法令、定款および倫理規範を遵守する体制を整える。 

ｃ．グループ会社のリスクに関する情報を収集し、必要に応じて当社のリスク管理委員

会に報告する。また、グループ会社において、「リスク管理規程」を制定し、リスク

を適切に管理する体制を整える。 

ｄ．グループ会社において、効率的な業務執行が行われるよう、グループ会社の組織体

制を整備するとともに、グループ会社に役員を派遣して業務の執行状況を監督する。 

ｅ．当社の内部監査担当部署が定期的にグループ会社に対して監査を実施する。 

ｆ．当社と親会社またはその子会社との間で利益の相反する取引を実施するに当たって

は、親会社以外の株主の利益に配慮し、特別に定めた手続きによる。 
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⑥ 監査役の監査に関する体制

ａ．監査役会および監査役の監査に関する事務を処理するため、「監査役室」を置き、

専属の従業員を置く。 

ｂ．「監査役室」所属の従業員は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査や

情報収集を行うことができるものとする。当該従業員の人事異動、人事評価等につい

ては、あらかじめ常勤の監査役の同意を得る。 

ｃ．当社およびグループ会社の取締役、執行役員および従業員ならびにグループ会社の

監査役は、当社の監査役に対して、法令に定める事項のほか、当社およびグループ会

社の業務または財務の状況に係る重要事項を速やかに報告する。この重要事項には、

「コンプライアンス推進委員会」事務局が受け付けた事項、リスクに関する事項、内

部監査に関する事項その他内部統制に関する事項を含む。 

ｄ．取締役、執行役員および従業員は、監査役に対して、業務執行に係る文書その他の

重要な文書を回付する。また、当社の監査役が職務の必要上報告および調査を要請し

た場合には、当社およびグループ会社の取締役、執行役員および従業員ならびにグル

ープ会社の監査役は、積極的にこれに協力する。 

ｅ．当社およびグループ会社は、当社の監査役に前２号の報告等を行った者に対して、

報告等を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。 

ｆ．常勤の監査役は、「常務役員会議」その他の重要な会議に出席してその職務に必要

な情報を得るとともに、意見を述べることができる。また、監査役会は、必要に応じ

て、取締役、執行役員、従業員および会計監査人その他の関係者の出席を求めること

ができる。 

ｇ．監査役がその職務の執行について必要な費用を請求した場合には、取締役は、監査

役の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、速やかに当該請求に応じる。

また、監査役がその職務の執行に当たり弁護士等の外部の専門家に対して助言を求め

ることが必要と判断した場合には、取締役は、当該外部専門家との連携を図ることの

できる環境を整備する。 

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりで

あります。 

① 当社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制 

コンプライアンスの推進による全社的なガバナンス体制を拡充するため、「コンプ

ライアンス推進委員会」を四半期に１回開催するとともに、外部アドバイザーとして

顧問弁護士に出席いただき、専門的な立場から助言をいただくことなどによって、委員

会の活性化を図りました。さらに、昨年に引き続き組織風土改革に向けて、社員を対象

3



とした意識調査アンケートを実施して結果報告会や経営層との対話ミーティングを開催

するとともに、各部署で課題の整理と解決に向けて取組み中です。なお、ハラスメント

研修や階層別のコンプライアンス研修、売場表示の点検等は継続的に行ったほか、2026

年１月に下請法が中小受託取引適正化法（取適法）に改正されることを受け、2025 年 11

月に当社役員等およびグループ会社役員を対象とした研修を実施しました。以上を通じ

て従業員の法令遵守の意識を高め、コンプライアンス体制の徹底に努めました。 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

 重要文書の一部については、保存年限を定めたうえ情報専門管理会社の倉庫におい

て保管するなど、情報資産の管理体制を徹底しております。また、当期中に保存期限

が到来した文書については、一斉に廃棄処分するとともに、電子稟議の運用により、

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理における効率性と安全性の向上を図

りました。 

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  新規事業への進出など経営リスクを含む重要な業務執行については、会議体への付

議に先立ち、「コンプライアンス推進本部」において、事前にリスクの検証を行うこ

ととし、リスク管理体制の強化を図りました。また、「リスク管理委員会」を四半期

に１回開催するとともに、外部アドバイザーとして顧問弁護士に出席いただき、専門的

な立場から助言をいただくことなどによって、委員会の活性化を図りました。なお、品

質管理の啓蒙等は継続的に実施しており、お客様およびお取引先様の安全・安心の確保

に努めました。 

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  「常務役員会議」等の会議体を定期的に開催し、意思決定を迅速に行いました。ま

た、中期経営計画の更新、業務の簡素化および規程類の改廃を通じ、効率的な企業経

営に努めました。さらに、従来の電子稟議の運用に加え、グループウェアと連携した

スマートフォンを全役員および全社員に貸与することにより、取締役の業務執行に係

る決裁手続きの更なる迅速化と効率化を図りました。 

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

  グループ各社役員との情報共有会議を定期的に開催するほか、内部監査担当部署が、

グループ各社における業務効率化への対応状況を監査するなど、企業集団の業務の適

正の確保に努めました。 

⑥ 監査役の監査に関する体制
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  監査役へは、業務執行に関する重要な書類等を回付し、必要事項を報告しました。ま

た、監査役は、「常務役員会議」その他の重要な会議に出席するとともに、役員、会

計監査人および内部監査担当部署との意見交換を通じ、重要な意思決定の過程および

業務の執行状況の確認に努めました。 
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